
【日 時】 ３月１２日（水） 午後１時３０分～３時  【会 場】 保健センター 
【対 象】 市民の方２０人（年齢は問いません） 
【申込み】 健康づくり推進課へ電話または市ホームページより電子申請 
【問合せ】 健康づくり推進課（越谷市保健センター） ℡：９６０－１１００ 
★体調がすぐれないときには参加をご遠慮ください。 
★電子申請での申込みが上限に達しても、電話で受付可能な場合がありますのでお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

【日 時】  ３月３０日（日） 午前９時４５分～午後４時（雨天決行） 

＊チューリップガーデンは３月２４日（月）からご覧になれます。 

【場 所】  出羽公園 ＊駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

【内 容】  地域のみんなで育てた、色鮮やかな６万本のチューリップによる巨大チューリップガーデン 

をはじめ、水上に浮かぶウォーターチューリップが会場を彩ります。 

＊フェスタ終了後、チューリップを無料配布します。 

【問合せ】  出羽地区コミュニティ推進協議会（出羽地区センター内） ℡：９４０－７５２１ 

 

 

【南越谷地区安全・安心パトロール】  ３月 28 日（金）実施予定です。 

◆ 通常の窓口業務時間     １＜平日・土日＞午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日を除く） 

◆ 証明書発行業務の取扱日時 ＜ 平 日  ＞午前８時３０分から午後５時１５分まで 

＜ 日曜 開庁 ＞         ３月２日（日）、３月３０日(日)午前９時から午後４時まで（次月は４月６日）   

◆ ペットボトルキャップ回収についてのお願い 衛生面から、キャップはよく洗浄をし、乾燥させてから回収箱 

に入れるようご協力お願い致します。※持ってきた袋から出して入れてください。  

【電子申請】 

電子申請 
二次元コード→ 

※今回の歯科健診相談を受けた方の中で、６５～７０歳で２８本以上の自分の歯がある方は、次の①～⑤の

すべてに該当した場合、６月に開催される歯科健康フェアでの表彰選考対象となります。 

①28本以上自分の歯がある ②処置歯が4本以内 ③未処置歯がない ④過去に歯のコンクールで表彰されて

いない ⑤表彰式（歯科健康フェア：６月、保健センターで実施）に出席できる 

表彰該当者多数の場合は選考あり。結果は健診後、本人に通知します。 

 

【対 象】  市内在住・在勤・在学または市内で活動する１８歳以上の方 

※越谷市の他の審議会等の公募による委員ではない方。 

【任 期】  令和７年７月１日～令和９年６月３０日  【報 酬】 日額８，５００円  

【活動内容】  社会教育、家庭教育など、広く「学校以外で学ぶこと」についての審議。 

会議は年３回程度（平日日中開催）、任意参加の研修会あり。 

【申 込 み】  ４月４日（金）までに、住所・氏名・生年月日・電話番号・性別・職業・応募動機を記入した書類（A4 用紙）と

「私が考える、これからの越谷市の生涯学習」をテーマにした小論文(800字以内、A4用紙、横書き、        様

式自由)を電子申請、郵送(必着)、メールまたは直接生涯学習課へ。書類選考と面接により決定。 

応募書類は返却しません。 

【提出先・問合せ】    〒343－8501 越谷市越ヶ谷４－２－１ 越谷市教育委員会生涯学習課  

E-mail：shogaigakushu@city.koshigaya.lg.jp ℡：963－9283（直通） 
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